
令和８年４月１日からの未成年の子の親権について 

 

（１）これまでは、離婚する際、夫婦に未成年の子どもがいる場合は、協議で夫婦の

一方を親権者と定め、離婚届書に記載する必要がありましたが、民法等の一部改正に

より、令和８年４月１日より、協議離婚の場合は、父母の協議により、親権者を父母

双方とするか、または、その一方とするかを定めることができるようになります。 

この場合、離婚届書の「未成年の子の氏名」欄に下記のとおり記載してください。 

 

① 父母が共同で親権を行う場合 

「父母双方が親権を行う子」欄に子の氏名を記載 

② 父が単独で親権を行う場合 

「父（夫）が親権を行う子」欄に子の氏名を記載 

③ 母が単独で親権を行う場合 

「母（妻）が親権を行う子」欄に子の氏名を記載 

 

 また、協議離婚で親権者の定めをした場合は、「離婚後も共同で親権を行使すること

又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した」ことを確

認するために、夫婦それぞれが離婚届書の当該欄にチェックをする必要があります

（親権についての詳細は法務省のパンフレット等を確認ください）。 

 

（２）これまでは、親権者の定めのない離婚届は受理できませんでしたが、親権者の

指定を求める家事審判または家事調停の申立てがされていれば、離婚時に親権者を定

めていなくても協議離婚をすることができるようになります。 

この場合、離婚届書の「未成年の子の氏名」の「親権者の指定を求める家事審判又

は家事調停の申立てがされている子」欄に子の氏名を記載してくだい。   

なお、家事審判または家事調停の申立てがされていることが分かる書面は基本的に

必要ありません。 

 また、離婚届後、親権者を指定する審判が確定または調停が成立したときは、親権

者指定届を市区町村長に提出する必要がありますので、下記の書類を持参のうえ、届

出てください。 

  ・審判の確定   審判書謄本および審判確定証明書 

  ・調停の成立   調停調書の謄本 

 ※審判等により、親権者が父母双方となった場合は、父母双方が届出人となりま

す。 
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